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奈良県消防防災ヘリコプター航空機事故調査報告について

奈良県消防防災ヘリコプター事故調査委員会において、９月１６日に発生した奈良県

消防防災ヘリコプターによる救助活動中の事故について原因究明の調査及び再発防止策

の検討を行って参りましたがその結果がまとまりましたので報告します。

１ 事故の概要

(１) 発生日時 平成２５年９月１６日(月) １３時４５分頃

(２) 発生場所 奈良県五條市西吉野町西野 地内

(３) 概 要 台風１８号の影響により２名が孤立していると、管轄の五條市

消防本部からの要請を受け出動。現場に防災航空隊員が降下し、

要救助者をホイストにて吊りあげ救出した際に、要救助者の左手

人差指がカラビナに挟まれ負傷した。

２ 奈良県消防防災ヘリコプター航空機事故調査報告書の概要

(１) 事故原因

① 吊りあげ時、要救助者の体勢が立位であったこと。

② エバックのカラビナと要救助者の持ち手の位置が近いこと。

③ 防災航空隊員の吊りあげ時の安全管理の徹底が充分でなかったこと。

(２) 再発防止策

① 原則、吊りあげ時の要救助者の体勢は、座位とする。

② 救助資器材をカラビナからスリングカラビナに変更し危険箇所を排除する。

③ 防災航空隊員の安全管理の徹底。

３ 事故原因、再発防止策の調査、検討の経過

９月１７日 奈良県消防防災ヘリコプター事故調査委員会を設置

（目的） ① 事故の原因究明

② 再発防止策の検討

・事故調査委員会において１０回にわたり調査、検討を重ねると共に、

実機を使用して事故の原因を検証した。

４ その他

再発防止策に基づく防災航空隊員の訓練により安全管理を徹底した後、県の消防

防災ヘリコプターによる緊急運航を再開予定。


